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午後２時００分開会 

【会  長】ただいまより、令和元年度第３回新宿区情報公開・個人情報保護審議会を開会い

たします。よろしくお願いいたします。 

 最初に、本日、新たに委員になられました方がいらっしゃいますので、事務局より紹介して

いただきます。 

【区政情報課長】今回、新宿区消費者団体連絡会選出の委員として、宮崎様が委員として委嘱

されましたので、紹介させていただきます。宮崎冴子委員でございます。 

続きまして、現在の委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 まず、山口邦明会長でございます。 

 小林弘和副会長でございます。 

 布施一郎委員でございます。 

 おぐら利彦委員でございます。 

 木もとひろゆき委員でございます。 

 藤原たけき委員でございます。 

 三雲崇正委員でございます。 

 伊藤陽平委員でございます。 

 津吹一晴委員でございます。 

 伊藤英里委員でございます。 

 田中正明委員でございます。 

 須貝俊司委員でございます。 

 濱田一成委員でございます。 

 私からは以上です。 

【会  長】それでは、議事に入る前に、本日の資料について事務局から確認をお願いいたし

ます。 

【区政情報課長】改めまして、本日もよろしくお願いいたします。 

 事前にお送りした資料につきましては、資料の１５から資料の２０までの６件の資料をお送

りさせていただきました。併せて情報セキュリティアドバイザーの意見一覧と、システムにか

かわる再委託の取扱いの目安、それから申込みサイト、メール等を活用した業務委託に係る受

託授業の要件の目安をお送りさせていただいております。 

 申し訳ございません、お送りした後に、資料の修正が生じまして、本日、机上に差替え一覧
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と、差替え用の資料を用意させていただきました。資料の１５、それから資料の１６、資料の

１８関連の資料になりまして、差替えをそれぞれお願いしたいと思います。各案件の説明のと

きに、それぞれ使用する資料を改めてご紹介しますので、ご確認をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

【会  長】それでは、議題に入りたいと思います。説明される方は資料を読み上げるのでは

なく、資料の要点を説明していただいた上で、必要に応じて補足を加えるようにお願いいたし

ます。 

 では、まず資料１５「特定健康診査及びがん検診対象者に対する電話勧奨等及び勧奨効果分

析業務の委託について（対象者の拡大）」であります。説明者は、まず資料の確認をした上で、

ご説明をお願いいたします。 

【健康づくり課長】健康づくり課長でございます。使用いたします資料は机上に配付させてい

だきました差替え版の資料１５、事前にご送付させていただきました資料１５－１を使用させ

ていただきます。 

 それでは、特定健康診査対象者に対する電話勧奨等及び勧奨効果分析事業につきまして、勧

奨対象者の拡大を計画していることについて、ご説明申し上げます。差替え版の資料１５の２

ページ、上から４つ目の対象者欄をご覧いただけますでしょうか。国民健康保険加入者に区が

実施しております特定健康診査を、より多くの対象者の方に受診していただけるように、本審

議会でのご審議を経まして、未受診者を対象にこれまで業務委託による電話等での勧奨を行っ

てまいりました。今回は、特定健康診査は受診しているもののがん検診は受診していない方を

新たに対象に追加いたしまして、がん検診の受診もお勧めすること等により、特定健診とがん

検診両方の受診率向上を図るものです。 

 下の事業内容欄にお進みください。７行目の見出し「受診勧奨等事業」、以下に事業の流れと

対象者数を記載しております。３つ目の点をご覧ください。今回拡充する対象人数は、 

約２，５００人を見込んでおります。また、一番下の点と下から２番目の点をご覧いただけま

すでしょうか。こちらは昨年度までの人数に拡充分を反映した見込み数になっております。そ

のほかにつきましては、従前から変更はございません。 

 次に業務委託の内容と個人情報の流れについて、ご説明申し上げます。恐れ入りますが次の

３ページにお進み願います。また、併せて資料１５－１をご覧ください。この図では区を左の

赤枠内、委託先の事業者を中央の青枠内、勧奨対象の未受診者の緑枠内に記載しておりまして、

本事業における流れを示したものでございます。全体の流れにつきましては、昨年度までと同
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様でございます。 

 資料１５、３ページの記載に沿いまして、追加する内容をご説明申し上げます。３ページの

４段目の欄、委託に伴い事業者に処理させる情報項目の太字の１カ所目でございます。こちら

がん検診につきましては、年齢や性別などにより勧奨する検診の種類が異なりますので、「がん

検診票の種類」を情報項目に追加をいたします。提供するタイミングは資料１５－１の図でご

覧いただきますと、左の赤から青のほうに矢印が出ております②のところでございます。 

 ３ページのほうにお戻りいただきまして、先程の委託に伴い事業者に処理させる情報項目欄

の２つ目の太字のところでございます。ここの対象者のがん検診の受診有無につきまして、が

んについても提供するということを追記させていただいてございます。図のほうですと、左の

下のほうの矢印、⑦のタイミングで提供することといたしております。 

 資料１５のほうに、たびたび恐縮ですがお戻りいただきまして３ページ、下から２番目の段

落、委託にあたり区が行う情報保護対策、またその下の受託事業者に行わせる情報保護対策、

こちらにつきましては従前同様、システムへのアクセス制御等の個人情報保護対策を受託事業

者に徹底させまして、区でもその状況の確認を行うこと。また、訪問勧奨をするときには、物

理的な紛失防止対策や２名体制で訪問し、おのおのが持つ情報を突合して、初めて個人が識別

できる形で情報を携帯するといった、これまで同様の対策を徹底してまいります。 

 ご説明は以上でございます。 

【会  長】ご質問かご意見ございますか。どうぞ、木もと委員。 

【木もと委員】これ資料１５－１を見ますと、勧奨対象者に電話での勧奨を行い、それが未完

了者にはこの訪問勧奨を行うというような形になっていますけれども、これも委託業者がやる

ような形でしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【健康づくり課長】こちらの訪問勧奨につきましても、電話勧奨と同じ委託業者に実施委託し

ております。これは昨年度までと同様でございます。 

【会  長】木もと委員。 

【木もと委員】分かりました。内容としましては、この対象者ががん検診受診者までに拡大を

するということで、これまでの特定健診のやっていたことは変わらないという理解でよろしい

ですね。 

【会  長】ご説明ください。 

【健康づくり課長】委員のご指摘のとおりでございます。 
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【会  長】ほかにご質問ありますでしょうか。三雲委員。 

【三雲委員】これは要するに受診勧奨をするということを、事業者さんのほうにやっていただ

いて、その結果として勧奨対象者の受診の有無を、別途区のほうで抽出して、その結果を突合

してこの勧奨事業の効果について検証をする、そういう効果分析を行うということだと思うの

です。そうすると、当然その一定の期間まで勧奨を行って、それ以降に受診の有無について確

認することになると思うのですけれども、事業そのものは年度中に終わってしまいます。勧奨

を受けた人が、年度が終わった後に当然受診することもあるとは思うのですけれども、そうい

った部分はこの分析の対象には入ってこないことになるのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【健康づくり課長】事業の実施年度につきましては、種類にもよるのですが、特定健診とがん

検診につきましては、原則として３月３１日までが一旦年度の終わりになっておりまして、翌

年度はまた６月から始まるというような形になってございます。一旦、年度の中で受けていた

だいた方を、分析の対象とするということにしております。 

【会  長】三雲委員。 

【三雲委員】そのやり方で十分に効果測定ができて、この事業の検証ができると、考えていら

っしゃるということでよろしいですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【健康づくり課長】効果測定につきましては、いろいろ課題がございます。例えば、年度の後

半になりますと検診を受診しにくい状況が想定されます。皆さんが年度の後半に集中しますと

予約が難しいとかそういったようなこともあります。さまざまな要素がございますので、効果

分析の仕方についてはまだまだ工夫をしていきたいと考えております。 

【会  長】よろしいですか。委託先についてご説明いただけますか。健康診査については業

者がいたはずですよね。何で未定なのかよく分からない。 

【健康づくり課長】本事業につきましては、毎年プロポーザルによりまして業者を選定してご

ざいます。本年度のプロポーザルは８月に予定をしておりまして、ご審査をいただく都合上、

プロポーザルより先に今回ご審査をかけさせていただいたものですから、現時点では未定とい

うことになってございます。今後、来月に、事業者を選定する予定になってございます。 

【会  長】毎年、これ業者は違っているの。 

【健康づくり課長】毎年プロポーザルで事業者を選定しております。 

【会  長】いろいろな、こういう仕事をする業者がたくさん出入りしているということです
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ね。 

【健康づくり課長】電話勧奨、いわゆるコールセンターを持っております事業者で、さらに対

象の方に検診事業への勧奨を得意とする事業者に手を挙げていただき、プロポーザルにより事

業者を決定しております。 

【会  長】今までずっと同じ事業者ではないのですか。 

【健康づくり課長】過去２年間は同じ事業者でございました。 

【会  長】分かりました。ほかによろしゅうございますか。本件は報告事項ですので、了承

ということでよろしゅうございますか。 

 本件は了承ということで終了いたします。 

 それでは、次に資料１６「マイナンバーによる課税資料のマッチング実施に伴う税情報トー

タルシステムの改修について」であります。それでは、説明者は資料を確認の上、ご説明くだ

さい。 

【税務課長】税務課長です。よろしくお願いします。 

 まず、資料１６でございます。「マイナンバーによる課税資料のマッチング実施に伴う税情報

トータルシステムの改修について」でございます。資料の差替えがございまして、１ページか

ら３ページ、「資料１６」とあるところに「差替え」と記載があります。 

参考資料の１６－１から１６－３という資料を事前送付させていただきましが、本日、１６－

４を追加机上配布させていただきました。課税資料のうち寄附金税額控除に係る申告特例通知

書を追加したという内容になっております。よろしくお願いします。 

 資料は１６の説明文の次に資料１６－１－１、これは現行の処理の流れ、それから資料１６

－１－２、これは変更後の処理の資料でございます。それから帳票の様式としまして参考資料

１６－１から１６－４と４枚おつけしております。よろしくお願いします。 

 税務課のほうでは当初の課税資料、今申し上げました帳票に基づきまして収入額を把握しま

して、区の持っている税情報のデータとつけ合わせをしまして税額を計算し、納税通知書を発

行する流れになっているところでございます。具体的には資料１６－１－１をご覧ください。

「現行の処理」というところでございます。一番左、「送付元」というところで給与支払者、年

金支払者、他自治体等々から新宿区のほうに、紙で給与支払報告書、公的年金等支払報告書、

公的年金等支払報告書、それから参考資料として追加いたしました寄付金控除額の申告特例通

知書が送られてくるということです。あと下のほうは、これは紙以外の電子データで送ってく

るものもあります。地方版ポータルシステムを経由しまして、電子データで送られてくるもの
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もございます。 

 この後、報告させていただきますけれども、紙で送られてきたものをパンチ入力委託をしま

して電子化したものを新宿区のシステム、税情報トータルシステムのほうに取り込みます。 

各課税資料の情報と、区の持っている税情報対象者ファイル、そうしたものをつけ合わせし

ましてマッチングすることになっています。そうすることで、課税対象者とその資料を結びつ

けています。 

 現行では、各支払報告書にはマイナンバーが記載されているのですけれども、データとして

はマイナンバーの取り込みはしておらず、現行では氏名、生年月日、住所、また納税者番号そ

ういったものでマッチングをしているところでございます。このマッチングしたものについて

は、自動的に流れるのですけれども、マッチしなかった資料については下のように手作業で対

象者を特定し、取り込み作業をしております。 

 資料１６の２ページをご覧ください。今回、付議いたしました事業の概要でございます。事

業の目的は、マイナンバーによる課税資料のマッチングを実施し、適正課税と事務の効率化を

実現するということでございます。事業内容の中ほど、第４段落目のところ、「そこで、税務課

では」というところがあるのですけれども、実はこれは昨年、３１年２月からは特別徴収とい

うところでは、マイナンバーを用いたマッチングを実施しておりまして、こちらにつきまして

は３０年度の第６回審議会で了承いただいているところです。今回ご報告するのは、普通徴収

に係るところもこのマイナンバーによるマッチングをいたしまして、記入漏れとか誤記、そう

いったものがあった場合でもマイナンバーによる突合ができることで、課税資料の数が５０％

以上削減されるなど、効率化を図るために実施するというところでございます。よろしいでし

ょうか。資料と税情報のマッチングをさせるための改修を今回するということでご報告いたし

ます。 

 それで、先程の１６－１－１のところが現行の処理でございまして、マッチングの区のトー

タルシステムの中ではマイナンバーを使っておりませんが、改修によりまして次のページ１６

－１－２をご覧ください。新宿区のところで赤枠でくくっております税情報トータルシステム

の中で、左側の矢印から給与支払報告書等の電子化取込みという矢印の先に、課税資料という

ところがございます。この課税資料が、今まではマイナンバーは取り込んでいませんでしたが、

マイナンバーありという形になります。このマイナンバーありの課税資料、これは電子化され

た情報でございまして、トータルシステムの中に取り込まれた情報になります。これと既に区

のほうで整理しております税情報ＤＢという真ん中の筒状のところ、それと併せましてマイナ
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ンバーと住民番号を持っておりますマイナンバーデータベースから税情報データベースの住民

番号をキーにして、マイナンバーをこの住民番号と税情報のほうに取り込みまして、ここから

課税対象者ファイルＡというものをつくります。これはマイナンバーを持った区の税情報のデ

ータになります。この課税対象者ファイルＡと、各課税資料をマッチングさせるということで

ございます。 

 今までそれぞれの対象者、このデータベースに載っている対象者をマッチングさせるために

は、マイナンバーを使っていなかったのですけれども、ここで初めて氏名と生年月日、それか

らマイナンバーをキーにしてマッチングをさせるということによって、効率化を図ります。 

これまで氏名は、もともと紙に書かれて出されたもので、区の持っている住基情報の氏名とは

正確には一致しないケースもあります。生年月日についても誤記もございます。そういったこ

とが自動的なマッチングを妨げるようなところがあったのですけれども、マイナンバーをキー

にすることにより、突合が正確にできるようになるということでございます。 

 それ以降の流れにつきまして、今までと同じようにマッチした資料と、それでもマッチしな

かった資料については、最終的には手で確認しながらマッチングさせるということでございま

す。最終的に先程区の中で課税対象者ファイルＡというところで、マイナンバーを取り込むと

いうことでしたけれども、最終的には税で使う情報としては、マイナンバーは必要になりませ

んので、このマッチングが終わった後は、マイナンバーデータは税情報 DBに記録しない形で処

理し、最終的に一番下のところ、「納税通知書（紙）」を打ち出しまして、これを各納税者にお

送りするという形で、税を納めていただくとそういう流れになっております。 

 今回、取組みをするもとの紙の帳票データが参考資料、１６－１が給与支払報告書という様

式、ここには右上のあたりに太枠でくくってありますけれども、個人番号を書く欄が既に決ま

っておりまして、運用をされているというところでございます。それから、１６－２は公的年

金等支払報告書ということで、これは年金の支払者のほうから区のほうに報告される資料です。

こちらについても個人番号については既に欄が設けられていて、記入されるという運用を始め

ているところでございます。 

 それから、参考資料１６－３は、確定申告書でございます。こちらも納税者が申告する際に、

右一番上ですけれども、太枠で囲っております個人番号を書いていただくということでござい

ます。 

 それから、最後、今回机上で追加しました１６－４は寄附金税額控除に係る申告特例通知書

ということで、これはふるさと納税を受けた自治体から区のほうに、こういう寄附金があった
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ということを通知する場合の書式でございます。こちらについても既に個人番号の記載欄があ

るということで、こういう形で運用をしているというところでございます。今回、区のシステ

ムでこういった課税資料と、それから区の持っている税情報のデータベースとつけ合わせをす

る際に、マイナンバーを活用してデータの結合を効率的かつ正確に行いたいということで今回

改修を行うものでございます。 

 今回の改修については、もう一度、恐れ入ります資料１６－１－２をご覧ください。先程申

しました区が既に持っている税情報データベースから、課税対象者ファイルＡをつくるという

ところで、マイナンバーを結合するための改修が１つ、それからもう１つは先程課税資料にマ

イナンバーありと、課税対象者ファイルＡのマイナンバーありのところをマッチングさせるた

めのデータ改修の２つの改修があるということでございまして、ご報告するということでござ

います。 

 説明は以上でございます。 

【会  長】事務局のほうからセキュリティアドバイザー意見の説明をお願いします。 

【区政情報課長】情報セキュリティアドバイザーの意見一覧をご覧いただけますでしょうか。

１行目、今のご説明した案件についてのご意見があります。必要となる一定の対策はとられて

いるものの、さらに以下の内容について助言するということで、今、担当課長から説明した資

料１６－１－２におけるマッチングをした後の課税資料のデータの内容に、誤りが発生しない

よう検証作業を十分行うことということと、それから税情報のデータベースにマッチした課税

資料を取り込む検証作業、こちらを行う場合にはダミーデータを使用し、十分配慮することと

いうことです。 

 また、税情報データベースではマイナンバーは削除された状態で保管されるという説明があ

りましたが、もともとの紙ベース等で来る申請書、報告書などマイナンバーが記載されている

書類データがございます。これらについて安全管理措置をしっかり行い、漏洩等の事故が起こ

らないように管理を行ってくださいということです。 

 それに対しての担当課の対応については、検証作業についてはダミーデータを使用し、不要

な項目が入っていないか、項目の抜けがないか検証を行うということ、それから送付元から提

供されたマイナンバーつきの紙の資料等については、鍵つきのキャビネット、あるいは倉庫に

保管を現在もしていると。それから、マッチングの際に使用した電子データについては、マッ

チングが終了した後に、自動的に削除されるような仕組みになっておりますという回答になっ

ております。 
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 そもそもマイナンバーを取り扱う税トータルシステムそのものには、他ネットワークとの分

離、それからアクセス制御等により十分なセキュリティ対策を行っているというような回答を

いただいております。 

 以上です。 

【会  長】それでは、ご質問かご意見ありましたらどうぞ。ないようでしたら、これも報告

事項ですので、了承ということでよろしゅうございますか。では、本件は了承ということで終

了いたします。よろしいですか。 

 それでは、次に資料１７「課税資料のパンチ入力業務の委託について（変更）」であります。

それでは、資料を確認の上、内容をご説明ください。どうぞ。 

【税務課長】続きまして、「課税資料のパンチ入力業務委託について（変更）」、資料１７でござ

います。こちらは全部で６ページの資料と、それから資料１７－１をおつけしております。よ

ろしくお願いします。 

 まず、２ページ目をご覧ください。事業の概要でございます。こちらは先程の案件とも関連

するのですけれども、納税者等から提出された課税資料、紙ベースのものを電子化するために

データのパンチ入力業務を委託しまして、それを区のシステムに取り込むということでござい

ます。これについては、既に平成１９年度の第４回審議会で報告、了承いただいている内容で

ございますけれども、先程申し上げましたようにマイナンバーの部分については、今まで区の

ほうで活用していなかったということもありまして、委託からは外していたのが、今回、マイ

ナンバーについてもこの入力をしていただくということで変更ということになります。 

 申し訳ありません。先程説明の中で特別徴収については既にデータマッチングを開始してい

るということでございましたけれども、本来そこのところでこの変更についてはご報告すると

ころだったのですけれども、そのときに漏れてしまいました。今回、変更ということで事後報

告ということになりますが、今回マイナンバーの入力も併せて変更という形で行うということ

で、ご報告させていただくところになります。 

 内容につきましては、資料１７－１をご覧ください。先程ありましたように一番左、緑枠の

ところの送付元というところで、給与支払者や年金支払者、他自治体等から送られてくるマイ

ナンバーつきの各課税資料です。それについて今までデータ化するためにパンチ入力委託をし

ていたところでございますけれども、マイナンバーについても入力をするということでござい

ます。特にこれまでもセキュリティのところにつきましては、黄色の吹き出しにあるようなセ

キュリティ対策を実施しているところです。まず、送られてきた紙については、①というとこ
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ろで流れとしては、課税資料の提出というところから、各資料については鍵のかかるキャビネ

ット等で保管する等々、区の中では行いながら、この課税資料の画像データを区のほうでスキ

ャニングしまして、それをＤＶＤに格納して、それを委託事業者のほうに渡しまして、委託事

業者が委託事業者の作業場において、パンチ入力処理をする流れになっています。ＤＶＤ化し

た画像データを④のところ、ＤＶＤ等を受渡し、委託事業者はその事務所内でデータを起こし

まして、その画像データからデータに入力するという作業をし、最終的にデータ化したＤＶＤ

を区のほうに引渡しするという形になります。各ＤＶＤについても鍵つきのケースによる手渡

し、あるいは暗号化してお渡しすると、そういったようなところでセキュリティを図っている

ところでございます。 

 区のほうでいただきましたデータは、区のデータベースのほうに取り込みまして、先程の流

れのような処理をするという形になります。このマイナンバー等々の資料につきましては、引

渡しを終わった後は、受託事業者においても一番右側の吹き出しにあります、区から提供され

たＤＶＤ－Ｒはキャビネットで保管する、それから区から提供された個人情報データは、税務

課処理用データ（ＤＶＤ－Ｒ等）を区に納品した後に削除する。そういったようなことで事業

者のところには、渡した資料は残らないような形での管理をするということでございます。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

【会  長】まず、このデータというのは区の中で処理できない、個人情報を外に出さないと

いけない理由が分からない。何万件あるとか何十万件あるとかと言ってもらわないと。それか

ら「パンチ入力」とはどういう作業を頼むのですか。 

【税務課長】まず件数ですけれども、３ページをご覧ください。別紙業務委託の中ほどのとこ

ろに委託理由というところがございます。毎年度区に提出される課税資料の数は約２１万件ご

ざいます。短期間で作成するためには、もちろんその業者のノウハウが必要だということもあ

るのですけれども、事業の必要性として外部での処理が必要になってくるということです。区

の中でそれだけの作業をするためのスペースを確保することが難しいということでございます。 

 それから、パンチというのは、データ化するということで入力作業のことです。実際には画

像データをお渡しするので、画像データから使えるデータとして入力をし直していただくと、

そういう委託になります。 

【会  長】分かりました。ご質問かご意見ありましたらどうぞ。藤原委員。 

【藤原委員】藤原です。今回、マイナンバーの情報についても画像データから文字データに入

力していくという作業で加わるということなのですが、これマイナンバーの利用を望まない方
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も一部いると思いますし、実際マイナンバーに別のもので変えている方もいらっしゃると思う

のですけれども、そういう方の情報というのはどういう取扱いになるのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【税務課長】マイナンバーを希望されない方は、各申告書等にはマイナンバーが記載されない

という形で来ると思います。それはそういう形での入力ということになります。それは先程区

の中で処理する際に、マイナンバーがないものとしてマッチングできれば、ほかの情報でマッ

チングできればそれでいくのですけれども、それ以外であれば、手で確認しながらマッチング

させて、処理をしていくことになります。 

【会  長】藤原委員。 

【藤原委員】そうしますと、マイナンバーを使っていないという情報が入力されるということ

なのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【税務課長】マイナンバーが単に入力されていないという情報。マイナンバーがないという情

報があるわけではなくて、マイナンバーが入っていないという状態になっているということで

す。入力されない状態になっているということです。 

【会  長】言いかえれば、それがなくても処理ができるということですか。 

【税務課長】そうです。現行でもマイナンバーを使わずにマッチングをしていたので、できる

といえばできるのですけれども、効率化と正確性を確保する観点では、マイナンバーを使った

ほうが、よりそこが効率的にできるということでございます。 

【会  長】藤原委員、よろしいですか。 

【藤原委員】はい、結構です。 

【会  長】ほかにご質問かご意見ございませんでしょうか。伊藤陽平委員。 

【伊藤（陽）委員】これは単純にデータを入力するという話だと理解したのですけれども、こ

の資料の例えば４ページの下のほうに、システム上の対策というところがありまして、ここで

サーバという「サーバを監視し」とかそういう単語が出てきているのですけれども、これは何

かシステムを使って入力をするということになるのですか。どういう形式で納品をするかによ

ると思うのですけれども、システム、サーバというのはどういうものを指しているのですか。 

【会  長】ご説明ください。 

【税務課長】これはパンチ入力したデータを蓄積するためのデータベースを持っているサーバ

ということで、そこからＤＶＤ化して新宿区のほうに納品するということで、一旦そのサーバ
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のほうにデータを蓄積するということです。処理が終わった後はそのデータは削除させるとい

うことでございます。 

【伊藤（陽）委員】ありがとうございます。ほかにも例えばファイアウォールとか、いろいろ

な言葉が書いてあるのですけれども、これは内部の、外には接続しないサーバという認識でよ

ろしいのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【税務課長】これは外部からは接続されていないサーバということでございます。 

【会  長】伊藤陽平委員。 

【伊藤（陽）委員】分かりました。この表記だと私も誤解をしてしまったのが、実際どのよう

なシステムなのかもはっきり分からないのですけれども、インターネットに繋がっているよう

に見えるので、今後このような表記になっていると勘違いしてしまいます。この図ともだいぶ

違うと見えてしまったので、今後直していただけるといいのかなとは思いました。以上です。 

【会  長】この資料１７－１の中で、今のサーバというのはどこのことを言うのですか。 

 ご説明ください。 

【税務課長】右側の受託事業者の税務課処理用データというところが、その上にある機械の絵

が、サーバがついているようなところがあるのですけれども、区からのやりとりはインターネ

ット回線でやるのではなくて、ＤＶＤをそのままお渡しするという形で行っていますので、そ

ういう意味では繋がっていることを前提にしているということではないということでございま

す。サーバーは、事業者内のサーバを指します。業者が、管理しているサーバということです。 

【会  長】ほかにご質問かご意見ございますでしょうか。三雲委員。 

【三雲委員】確認のためなのですが、今、業者内という言葉は、業者の事業所に物理的に存在

しているサーバであって、外部のインターネットとは接続されていないサーバであるというこ

とを確認して委託をしているということなのですか。なおかつ、今後もこの事業についてイマ

ージュさんであるとか、ほかの会社に委託する際も、そのサーバがどこにあるかを確認した上

で委託をすると、そういう方針でやっていらっしゃるということでよろしいのですね。 

【会  長】ご説明ください。 

【税務課長】こちらにあるような個人情報対策については、現地での確認ということもすると

いうことになっていますので、そういった実物の管理状況なども確認した上で、委託するとい

うことでございます。当然、こういったデータを取り扱う事業者の取扱いサーバが、外部と繋

がっていないということを確認した上で、そこと契約するということでございます。 
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【会  長】よろしいですか。ほかにご質問かご意見ございますでしょうか。ないようでした

らこれも報告事項ですので、了承ということでよろしゅうございますか。 

 では、本件は了承ということで終了いたします。ご苦労さまでした。 

 次は、資料１８「収納データ等作成業務などにおけるＬＧＷＡＮデータ伝送方式の導入に係

る外部結合等について」であります。それでは、説明される方は資料を確認の上、ご説明くだ

さい。 

【高齢者支援課長】本日、当日机上配付で差替えをさせていただいております。差替えの資料

がホチキスどめで右上のほうに「当日机上配付差替え版資料１８」というものが、特記事項を

含めて８ページございます。それと資料１８－１と１８－２、こちらについては差替えはなし

です。続きまして、資料１８－３、１８－４につきましては、差替え版を机上配付させていた

だいております。資料１８－５の差替えはございません。あともう１枚Ａ４縦のもので参考１

８－１につきましても、差替えはございません。 

それでは、説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、報告事項の１ページ目でございますけれども、事業名は先程会長のほうからお話あり

ましたが、「収納データ等作成業務などにおけるＬＧＷＡＮデータ伝送方式の導入に係る外部結

合等」ということで、今回は高齢者支援課、保育課、学校運営課、３課でご説明をさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 事業の目的は、収納データ等作成業務などにおいて、みずほ銀行の基幹システムの更改に伴

い開始されるＬＧＷＡＮデータ伝送に対応し、安全性の向上を図るということです。対象者は、

まず高齢者支援課分としまして養護老人ホーム、または特別養護老人ホームの入所者のうち、

老人福祉施設費の本人または扶養義務者負担分の徴収金の納付義務者、２番目に、保育課分と

しまして、新宿区保育園保育料、新宿区子ども園保育料の納付義務者、３番目としまして、こ

ちらは学校運営課になりますけれども、区立幼稚園の入園料、保育料、預かり保育料の納付事

務者が対象になります。 

 事業の概要でございます。現在、みずほ銀行とのやりとりを媒体方式、ＭＯまたはＤＶＤで

行っているところでございますけれども、ＬＧＷＡＮデータの伝送方式に変えまして、安全性

を確保していきたいというものでございます。（１）安全性の向上でございますが、現在、媒体

ＭＯ、ＤＶＤの場合ですとみずほ銀行がトラック等で運んでいますが、ＬＧＷＡＮ回線を用い

ることによりまして、媒体を外に持ち出すことが必要なくなりますので、紛失、盗難、強盗の

事故等による情報漏洩のリスクがなくなるということと、委託料の軽減ということで媒体方式
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からＬＧＷＡＮ方式に変えることにより、記載のとおりですけれども、料金が安くなるという

ことがございます。 

 ３ページ目でございます。対象件数につきましては記載のとおりでございます。老人福祉施

設費等の手書き収納が、２，３９９件、保育園保育料のＯＣＲ収納が５，６２８件、口座振替

が４万４，６０８件と、子ども園保育料のＯＣＲ収納が２，５５３件、口座振替が１万４，６

６７、幼稚園入園料・保育料・預かり保育料のＯＣＲ収納が７８９件、口座振替が７，３３８

件というものでございます。資料の１８－１をご覧いただければと思います。今現在、ＭＯま

た媒体方式で行っておりますが、これをＬＧＷＡＮデータ方式に変えまして、それぞれ下のほ

うに高齢者支援課、保育課、学校運営課とございますけれども、ＬＧＷＡＮの回線を使いまし

て、それぞれ口座振替データですとか収納データのやりとりのやり方に変えるというものでご

ざいます。こちらにつきましては、先行して平成２９年１０月に特別区民税、都民税、軽自動

車税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料については、変更を行っていると

ころです。 

 続きまして、資料の差替え版の４ページ目でございます。こちらにつきましては、件名とし

まして「収納データ等作成業務におけるＬＧＷＡＮデータ伝送方式の導入に係る外部結合につ

いて」ということで、担当課は先程お話しした３課でございます。登録業務の名称は、高齢者

支援課分としまして、老人福祉施設費の本人または扶養義務者負担分徴収金の口座振替処理業

務、２番目の保育課としまして、①新宿区保育園保育料と②子ども園保育料の収納データ等作

成業務、③保育園保育料と④子ども園保育料の口座振替処理業務でございます。学校運営課分

としましては、①幼稚園の入園料・保育料・預かり保育料の収納データ等作成業務と、②同じ

く幼稚園の入園料等の口座振替業務でございます。 

 資料１８－４は、ＬＧＷＡＮ回線のより伝送される個人情報をそれぞれ記載したものでござ

います。住民税等の了解をいただいたときのものと、基本的に変わっているものはございませ

ん。それぞれの課ごとに、例えば番号の名称が違うというのことはありますが、基本的には管

理番号のようなものを使っておりまして、税務等々と変更はないというものでございます。 

 先程の差替え版に戻っていただきまして、結合する理由でございますけれども、収納データ

作成業務のデータ授受を媒体からＬＧＷＡＮに変更することにより、安全性の向上が見込まれ

るものでございます。ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ登録サービスを利用いたします。参考１８－１にも

記載がありますように、登録されたサービスは、地方公共団体システム機構による審査及び登

録を受けておりまして、非常に高いセキュリティレベルと品質が確保されております。新規の
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機器導入及び管理の必要がなく、区が独自にシステム構築を行うよりも、運用面、構築期間に

おいてすぐれているということがございますので、このサービスを提供できる事業者のうち、

新宿区の指定金融機関であるみずほ銀行が指定した上記相手方、相手方はみずほ情報総研株式

会社と結合するものでございます。結合の形態はＬＧＷＡＮ形式ということで、開始時期は今

年度の１０月１日からと考えてございます。情報保護対策でございますけれども、個人情報保

護条例を遵守は当然のこととし、記載のとおりの運用上の対策を講じてまいります。 

 続きまして、５ページ目、収納データ等作成業務などに係る委託でございます。登録業務の

名称につきましては、先程と同じですので省略をさせていただきます。委託先ですけれども、

株式会社みずほ銀行とみずほ情報総研株式会社等との間で三者契約を締結するというものでご

ざいます。資料１８－５にございますけれども、こちらの三者で契約をするというような内容

になってございます。 

 委託の理由としましては、先程と重なる部分は省略をさせていただきますけれども、各種デ

ータ等作成業務及び口座振替業務については、みずほ銀行に委託し、データ授受業務について

はみずほ銀行の指定したみずほ情報総研に委託するものでございます。こちらにつきましては

再委託ではなく三者契約を取り交わすというものでございます。委託の内容につきましては記

載のとおりでございます。開始時期、期限も記載のとおりでございます。 

 委託に当たり、区が行う情報保護対策につきましては、システム上の対策としましてウィル

スチェック、アクセス権限の確認、パスワードの定期的変更など、記載のとおりでございます。

受託事業者に行わせる情報保護対策につきましても、まず、みずほ銀行及びみずほ情報総研の

情報保護対策としましては、施錠できる保管庫へ保管ですとか、契約終了後の資料の返還、適

正な消去、取扱責任者の指定、従事者に対する教育を徹底させるということと、地方公共団体

情報システムが定める総合行政ネットワークＡＳＰガイドライン、総合行政ネットワークＡＳ

Ｐ基本要綱を遵守させるというものでございます。 

 みずほ情報総研株式会社に対する情報保護対策でございますけれども、収納データの電子フ

ァイルのダウンロード、アップデートにつきましては、ＬＧＷＡＮ回線による専用回線を使い

まして、ファイアウォールに通信制御を行うというものでございます。不正アクセス対策、コ

ンピュータウィルス対策、アクセスログ監視により、セキュリティ管理を実施させるというも

のです。システム操作設定により、サーバ環境の変更設定情報の閲覧・変更を制御させます。

有人による常時監視に加え、不正利用等システム動作記録の解析を行わせるというものでござ

います。 
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 雑駁ですが説明は以上でございます。 

【会  長】このみずほ銀行とみずほ情報総研との仕事が分かりにくいのですけれども、資料

１８－５でもいいのですが、簡単に口頭で説明してくれませんか。 

【高齢者支援課長】資料１８－５と、資料１８の５ページと両方を見ていただければと思いま

す。まず、縦長の資料のほうの５ページのところの委託の内容でございますけれども、みずほ

銀行が取り扱う業務としましては、収納データ等の作成業務、いわゆる収納データと納付済み

通知書のイメージの作成です。 

【会  長】収納ということはお金を払ったということですか、何の収納ですか。 

【高齢者支援課長】各種料金は、銀行とか郵便局で払ってもらいます。そのデータが入ったも

のの取りまとめをみずほ銀行が今やっています。そこでＯＣＲの機械で読み取ったデータを今、

ＭＯですとかＤＶＤの媒体に落として、それを新宿区に届けてもらっているということをやっ

ております。その届けてもらうのをＬＧＷＡＮにするというものです。口座振替につきまして

も、口座振替の誰々さんの料金を引き落としてくださいねという情報をみずほ銀行に渡すので

すけれども、それをＬＧＷＡＮ回線でみずほ銀行にお願いをします。ＬＧＷＡＮ回線を使いま

すので、これで、みずほ情報総研のほうにデータを送るような形になります。そこで、みずほ

銀行のほうで各銀行に依頼をして引き落としをして、集約したものがみずほ銀行に返ってきま

す。その結果データについては、みずほ銀行からみずほ総研のほうにデータを渡して、そこか

らＬＧＷＡＮ回線を使って新宿区のほうに送ってくるという形になります。 

 資料１８－５の甲、乙、丙の丙のみずほ情報総研株式会社というところの２段落目、「なお」

以降なのですけれども、「なお、みずほ情報総研はＬＧＷＡＮ接続に必要なデータセンターを所

有していないため、富士通エフ・アイ・ピー株式会社と使用契約を結び、富士通エフ・アイ・

ピー横浜データセンターを自社のものとして使用する。」ということになってございますので、

みずほ情報総研のほうで、ＬＧＷＡＮのデータ転送の連携を行うというイメージでございます。 

【会  長】もう一度聞きますけれども、みずほ銀行はお金を受け取るだけですか。みずほ銀

行本体は、ＬＧＷＡＮ回線には繋がらないのですか、 

【高齢者支援課長】みずほ銀行本体はＬＧＷＡＮとは繋がりません。 

【会  長】全てＬＧＷＡＮ回線に接続するのはみずほ情報総研がやるのだということですね。 

【高齢者支援課長】そうです。 

【会  長】今のデータは、ここにいろいろ書いてあるお金が入金されたか、どうかが分かる

情報がやりとりされているという、そういうことですね。 
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【高齢者支援課長】そうです。 

【会  長】入金はみずほ銀行以外では入金はないのですか。 

【高齢者支援課長】新宿区の指定金融機関がみずほ銀行になってございますので、それぞれほ

かの銀行は多数ありますが、そこでお支払いしていただいたものを、みずほ銀行で取りまとめ

をします。要するにデータもお金も取りまとめをしまして、指定金融機関であるみずほ銀行が

新宿区役所のほうにお金を納めるということを行っているという状況でございます。 

【会  長】分かりました。どうぞ、アドバイザーの意見を。 

【区政情報課長】アドバイザー意見一覧の２行目になりますけれども、先程担当課長からもご

ざいましたが、２９年度に区民税ですとか介護保険料の関係で、この仕組みについては本審議

会を経て、既に導入しております。その段階で、セキュリティ対策も併せて、確認をしていた

だきましたところ、十分な対策をとられているとの意見が付されております。 

それを受けての担当課の対応としては、繰り返しになりますがウィルス対策やログの記録、

管理等の情報保護対策を引き続き徹底するという回答をいただいております。 

 以上です。 

【会  長】それでは、質問かご意見ございましたらどうぞ。この件はほかのことでも使って

いるのですね。事務局。 

【区政情報課長】平成２９年度に税務課、介護保険課、医療保険年金課、高齢医療担当課にお

いて、この仕組みの導入についてお諮りし、今回は第二弾となります。実は来年度も、まだ確

定ではないのですけれども、予定しているところがございまして、庁内で検討をしているとこ

ろが複数ございます。また、年度の後半になろうかと思いますが、同じ案件でお諮りをする予

定でございます。 

【会  長】分かりました。それでは、本件は外部結合をする点について諮問事項で、業務委

託については報告事項なのですけれども、何か特別のご意見がなければ諮問事項については承

認、報告事項については了承ということで、よろしゅうございますか。 

 では、本件は諮問事項については承認、報告事項については了承ということで終了いたしま

す。ご苦労さまでした。 

 次は、資料１９「東京２０２０大会２５０日前記念イベント事業の委託について」でありま

す。それでは説明をされる方は、資料の確認をした上で、ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】東京オリンピック・パラリンピック開

催等担当課長でございます。よろしくお願いいたします。 
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 まず、資料でございます。資料１９でございます。ホチキスどめの資料がございます。それ

から資料１９－１という横組みの資料があるかと思います。よろしいでしょうか。 

 まずホチキスどめの資料のほうからご説明をさせていただきます。資料１９でございます。

１枚おめくりいただきまして、２ページ目でございます。事業の概要でございます。東京２０

２０大会の２５０日前記念イベント事業ということでございまして、いよいよ１年後になりま

した東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成のイベントでございます。実は、こ

の事業の内容につきましては、昨年も７７７日前記念イベントということで、昨年６月に実施

をさせていただきましたイベントと、こちらの事業内容や、個人情報の流れについては、ほぼ

同じようなものになってございます。内容について、簡単に説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、事業の概要でございますけれども、①から④スポーツ教室、⑤食育教室と記載がござ

います。２０２０大会に向けました機運醸成を目的に、スポーツの体験イベントなどをこの中

で実施してまいります。その教室の参加者募集に当たりまして、個人情報を収集ものでござい

ます。こちらのスポーツ教室の内容でございますが、具体的な協議種目、募集人数につきまし

ては、今後、プロポーザルで業者を選定をさせていただき、その提案の中でどういった種目が

どういった規模で出てくるかというところにもよります。こちらの資料の中ではスポーツ教室

①から④、それから食育教室という事項のみの記載をさせていただいているところでございま

す。 

 ２番、業務委託の内容でございます。こちらにつきましては、資料１９－１の図をご覧いた

だければと思います。事前申込みの流れでございます。申込み方法といたしましては、パソコ

ン、スマートフォン、それから下段にございますはがき、ファクスということで想定してござ

います。いずれも申込みがございましたら、こちらは委託業者のほうで処理をするということ

になります。委託業者の中のサーバでその情報管理をしていくことになります。申込みが多数

になった場合は抽選ということになります。その結果、当選・落選の別を申込者に連絡すると

いうことになります。図の右のほうでございますけれども、当選者につきましては、一律郵送

でご連絡を差し上げるということになります。落選者については、２つに分かれますが、パソ

コン、スマートフォンで申込みをされた方についてはメールでの連絡、はがき、ファクスで申

込みをされた方については郵送での連絡という流れになってございます。この流れにつきまし

ては、記載の黄色い吹き出しの中にありますような個人情報の保護の対策を行うものでござい

ます。 
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 ホチキスどめの資料１９にお戻りをいただきまして、３ページ目、４ページ目につきまして

は、業務委託について記載をしているところでございます。委託先につきましてはプロポーザ

ル方式により選定をしてまいります。委託に当たっての情報保護対策といたしましては、３ペ

ージの下段、それから４ページ目に、受託事業者に行わせる対策については、こちらの記載の

とおりでございます。 

 説明は以上でございます。 

【会  長】では、事務局のほうからセキュリティアドバイザーのご意見をお願いします。 

【区政情報課長】セキュリティアドバイザー意見一覧の３番目、３行目になりますけれども、

必要となる一定の対策はとられているものの、さらに以下の内容について助言をするというこ

とで、落選者への結果通知がメールで行われる場合に、個人情報の漏洩を防止するため、以下

の内容を委託先と確認することということです。メール本文及び添付ファイルにはそれぞれど

のような情報を記載する予定しているのか、それから暗号化した添付ファイルのパスワードは

どのように通知するのかを確認する必要があるとのころです。 

それについては、担当課の対応となりますが、添付ファイルの送付はせずメール本文にも個

人情報は含まない運用とするという回答をいただいております。 

【会  長】ご質問かご意見がありましたらどうぞ。木もと委員。 

【木もと委員】今のアドバイザーのこの助言を受けての対応のところで、添付ファイルもしな

いで、メール本文にも個人情報は含まないということは、いわゆる落選の結果だけがメール本

文で送られるというようなことなのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】ご指摘のとおりでございます。個人情

報なしで、単純に落選したという旨だけをご連絡するものになります。 

【木もと委員】分かりました。 

【会  長】よろしいですか。ほかにご質問かご意見ございますでしょうか。伊藤陽平委員。 

【伊藤（陽）委員】メールで当落を通知するという話だったと思うのですけれども、これはか

なりの人数に対してメールを送ることになると思うので、個人情報の流出というよりは誤送信

みたいな話が出てくるかなと思ったのですが、この辺の対応というのはシステムで自動的に当

選、落選を分けて送るような仕組みになっているのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】こちらのシステムでございますけれど
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も、実際の受託業者がまだ決まっておりませんので、システムの具体的な内容について、申し

上げられるところはございませんが、当然、指摘のとおり、かなり多くの申込者の方に一斉に

メールを送るということになりますので、誤送信を防止するシステムについては、必ず何らか

の対処を、担当課としても業者に、しっかり指導をしていきたいと考えております。 

【会  長】伊藤陽平委員。 

【伊藤（陽）委員】もし可能であれば、メールアドレスを最初の申込みサイトから登録しても

らうと思うので、自動でこの当落を送れるようなシステムを持っているところが望ましいと思

います。それこそ、１，０００件中、７割、８割は、ネットで来るかもしれないと思うと、か

なりの数になってしまって、１人ひとりに、あなたは当選です、落選ですみたいメール文をコ

ピーして張っていたら、必ずミスが起きると思います。そこはそういったシステムをお持ちの

ところがあれば、積極的にそこにお願いできればと思います。 

 以上です。 

【会  長】では、その点について、気をつけていただくように。ほかにご質問かご意見ござ

いますでしょうか。ないようでしたら、これも報告事項ですので、了承ということでよろしゅ

うございますか。 

 では、本件は了承ということで終了いたします。ご苦労さまでした。 

 次に、資料２０「絵画コンクールの絵を使用したカレンダー作成業務及び配電地上機器装飾

業務の委託について」であります。それでは資料を確認の上、ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】それでは、引き続きまして絵画コンク

ールの絵を使用したカレンダーの作成業務及び配電地上機器の装飾業務の委託について、ご説

明をさせていただきます。資料でございますけれども、資料２０、ホチキスどめの資料がござ

います。それから、横組みの資料２０－１、それから資料２０－２がございます。よろしいで

しょうか。 

 では、ご説明に入らせていただきます。まず、資料２０、ホチキスどめの資料の１ページを

おめくりいただきまして２ページ目をご覧いただければと思います。こちらも来年の東京オリ

ンピック・パラリンピックに向けました機運醸成事業でございます。区内の小学校、中学校、

特別支援学校の子どもたちを対象とした絵画コンクールを行ってまいります。その絵画の応募

作品を活用した事業といたしまして、２点まずご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目がカレンダーの作成業務でございます。こちらでございますけれども、応募作品

の中から優秀作品を選出いたしまして、そちらを活用した日めくりカレンダーとなります。来
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年２０２０年の１月１日からパラリンピックが終わります９月６日までがちょうど２５０日あ

りますが、その２５０日を１枚１枚めくってカウントダウンをしていくというようなしつらい

の日めくりでございます。そこに１ページ１ページ子どもたちの絵を掲載していくというもの

でございます。こちらが１つでございます。 

 ２つ目が、配電地上機器の装飾ということで、こちらは区内で電線を地中化した道路に、東

京電力の配電地上機器という四角いボックスが設置されている歩道があるかと思いますが、そ

ちらの機器の表面に、子どもたちの応募作品を掲出していこうという事業が２つ目の事業でご

ざいます。 

 まず、資料の２０－１でございます。こちらが１つ目のカレンダーの作成業務に係る個人情

報の流れでございます。区立学校へ通学する児童・生徒の作品については、通学する学校に提

出していただくということになります。左下にあります区内在住の児童・生徒というところに

ついては、私立の学校に通う子どもたちを想定してございます。こちらの私立に通う子どもた

ちにつきましては、直接新宿区のほうに作品を提出するということになってございます。回収

した絵につきましては、右のほうに移りまして②でございますけれども、応募作品の受渡し、

受託事業者、もしくは再委託事業者に引渡しをいたします。 

 それを今後活用ができるように、スキャニングをしてデータ化をするという業務がございま

す。スキャニングしたデータの新宿区への提出が、④の部分でございます。その後、新宿区の

ほうで優秀作品の選定を行い、実際にカレンダーに掲載する絵を選定し、受託事業者もしくは

再委託事業者に連絡をいたします。これが⑦の部分でございます。これを受けて事業者のほう

で日めくりカレンダーを作成します。完成品の納品につきましては、これは２つに分かれてお

りまして、区立の学校の児童・生徒につきましては、直接学校に納品いたします。こちらが左

上の⑨の矢印になってございます。私立の学校の児童・生徒につきましては、一度新宿区に納

品し、新宿区から配布をするという流れになってございます。こちらが左下にあります赤い矢

印⑩の部分でございます。それぞれの段階作業につきまして、黄色い吹き出しにございますよ

うな対策を施していく予定でございます。 

 それから、２つ目の事業の配電地上機器の装飾業務に係る個人情報の流れが、資料２０－２

でございます。先程作成をいたしました子どもたちの絵のスキャンのデータ、こちらを新宿区

から受託事業者、もしくは再委託事業者に受け渡しをいたします。再委託事業者もしくは受託

事業者のほうで、それをこの配電地上機器に張れるシールを作成いたしまして、張りつけの施

工をいたします。データにつきましては、作業後に新宿区に返却をするというような流れにな
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っており、こちら黄色の吹き出しに記載の対策を実施していくものでございます。 

 それでは、ホチキスどめの資料２０に戻っていただきまして、３ページ目以降に、委託業務

の内容について記載してございます。３、４ページは、１つ目にご説明をいたしました日めく

りカレンダーの作成業務の委託にかかわる内容でございます。委託先につきましてはプロポー

ザルでこれから選定をするものでございます。それから、５、６ページには、日めくりカレン

ダーの再委託についての内容になってございます。再委託先につきましては、委託先のプロポ

ーザルの結果に伴って決定をしていくというものでございます。 

 ７、８ページに２つ目の業務、配電地上機器の装飾業務の委託について記載してございます。

こちら委託先は、この配電地上機器の管理をいたします東京電力のグループ会社であります、

東電タウンプランニング株式会社への委託を予定してございます。９ページ、１０ページ、こ

ちらの事業の再委託について記載してございます。今回、こちらの配電地上機器の装飾につき

ましては、３００基以上の機器に設置していくということで、かなり膨大な作業量となります。

再委託ということも念頭に入れて進めているところでございますが、いずれもこちらに記載の

区の情報保護対策、それから受託事業者に行わせる情報保護対策を行ってまいりたいと考えて

ございます。 

 説明は以上でございます。 

【会  長】日めくりカレンダーの作業委託と、再委託との関係はどういうことなのですか。

なぜ再委託なのか、どの部分を再委託するのか分かるように説明してください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】こちらの日めくりカレンダーの作成業

務でございますけれども、実際の受託事業者をこれからプロポーザルで選定をしていくという

ことになりますので、その選定された事業者によっては、再委託なしで、１社で全て行うとい

ったこともあり得るかと思います。事業者によっては、絵のスキャニングをする機械は特殊な

機械であるものですから、場合によってはそういった業務の部分を再委託するということが想

定されます。その部分を再委託の事業ということで、図のほうに示しているとものでございま

す。 

【会  長】「未定」と書いてありますが、あらかじめもう想定されて委託と再委託が、再委託

が必要だという想定のもとにこれをやるのですか。委託先は未定と書いてあるけれども、本当

は想定されているのではないのですか。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】それもプロポーザルでどの業者が選ば

れるかというところにもよりますが、再委託が行われる可能性が高いと考えております。それ
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を想定して、このような形の記載にさせていただいているところでございます。 

【会  長】何かご質問かご意見がありましたらどうぞ。津吹委員、どうぞ。 

【津吹委員】通常でも学校のそういった絵画コンクールなどについては、ほぼ、レガスが受託

されています。レガスがやっているというのが通常業務のような気がします。今般も多分レガ

スだと思ってはいるのですけれども、それであれば再委託だとか、この逆に言うと個人情報保

護のこの審議にしなくてもいいのかなと。通常業務の流れの中の一部というふうに考えれば必

要がない項目なのかなという気がしたものですから、想定も含めてお答えいただければと思う

のですけれども。 

【会  長】説明できる範囲で説明してください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】今回のこちらの受託事業者の部分でご

ざいますが、実際に絵画コンクールだけではなく、それを活用したカレンダーの作成というも

のがございます。こちら日めくりカレンダーでは、２５０ページある日めくりカレンダーです。

日めくりカレンダーというと１枚１枚剥がして、１日１日進んでいくものですが、そこはやは

り子どもたちの絵が掲載されているということで、破って捨てるということにならないような

ものにと所管課では考えております。 

 しつらえとしては、めくって後ろに送っていくような形のものを想定しております。そうす

ると常に２５０枚の紙が、机上に置けるような形のものとなります。こういったものを作成で

きるノウハウがある、例えば印刷関係の業者などを受託事業者としては想定をしているところ

でございます。 

【会  長】よろしゅうございますか。 

【津吹委員】はい。 

【会  長】木もと委員。 

【木もと委員】少し事業の説明をいただきたい。カレンダーにおいては再委託の前に応募の作

品の選考を行うことになっているのですけれども、これはこのカレンダーの作品には選考で選

ばれたものだけが載る、あるいは全ての作品が載るような状況なのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】こちらも応募作品の数によるところが

大きいと思っているのですが、私ども所管課といたしましては、せっかく子どもたちに書いて

いただいた絵ですので、できるだけ活用していきたいと思っております。カレンダーにつきま

しては、やはり１ページに１枚ずつということになりますので、おおむね２５０枚程度という
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のが上限かなと考えておりますけれども、配電地上機器につきましては、割と大きい盤面です

ので、もし応募作品が多い場合は、カレンダーに載せる作品と地上機器のほうに載せる作品を

分けることや、もしくは配電地上機器のほうに、１基に複数の作品を掲出するなどの形で、で

きるだけ多くの作品を掲出するように工夫をしていきたいと考えております。 

【木もと委員】今回、この事業については校長会等々にも説明があって、特にもう夏休みに入

りましたので、この期間に宿題として子どもたちも結構やるような状況になっていると思いま

す。区立学校以外の児童・生徒も含まれる中で、中には学校等で個人情報的に名前等を公表で

きない児童・生徒さんもいらっしゃったりすることが想定されます。このような形で扱われる

カレンダーになる、配電機器に掲示をされるということは、しっかり示された上で募集はかけ

られているのか、そのあたりの状況はどのようになっているのでしょうか。 

【会  長】ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】募集につきましては、募集のチラシを

学校を通じて子どもたちに配布をさせていただいております。基本的にはカレンダーにつきま

しては、こちらの資料２０－１に書いてありますとおり、完成品につきましては作品と所属学

校、学年、氏名、作品名、それからその作品に込めた思いなどのコメントの部分を掲載するこ

とを考えております。 

 それから、配電地上機器のほう、資料２０－２でございますが、こちらにつきましてはお名

前は掲載をいたしません。作品と作品名のみの掲出ということで、子どもたちのほうに配布さ

せていただいたチラシのほうには、ご説明をさせていただいております。 

【会  長】どうぞ、木もと委員。 

【木もと委員】今回、これは再委託等にかかわるところの個人情報ではありますが、全体的に

しっかり個人情報のところを配慮した上で、ただ子どもたちにとっては有意義な取組みですの

で、そこもしっかり配慮しながら、しっかり行っていただければと思います。以上です。 

【会  長】三雲委員、どうぞ。 

【三雲委員】今回このカレンダー作成業務に関しては再委託もあり得ると伺ったところなので

すけれども、未定だというお話ではあるのですが、丸投げのような形での再委託なのか、ある

いは先程おっしゃったスキャニングの部分が専門の業者でないと難しいから、その部分が委託

される、再委託されるのか。場合によって非常にデータの動かし方で個人情報の動き方が違っ

てくると思うのですね。今、資料２０－１を見ると、基本的に新宿区と再委託業者との間で情

報がやりとりされる。丸投げなのかなという感じはしてはいるのですけれども、そうではない
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場合には、例えばスキャニングのところとカレンダー作成は別々の事業者さんが行うような場

合には、当然そのデータの動かし方が変わってくるはずだし、それによって恐らくその情報保

護対策も変わってくるはずなのですが、この部分はどのように考えていますか。 

【会  長】ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】ご指摘のとおりでございまして、こち

らのホチキスどめの資料２０の３ページ目の中ほどの委託の内容を挙げております。それから、

５、６ページ目に再委託の内容がございます。この再委託の内容の部分につきましては、委託

の内容と重複していますが、実際にプロポーザルで選定された業者の中で、どこまでの業務を

受託業者がやり、再委託業者がやるのかという区分が、選定された事業者によって、決まって

くると考えております。こちらの図の中では、一応その全てが再委託事業者の想定の図になっ

てございますけれども、この矢印がどこにいくかというのがそれによって変わってくるという

ことで、そこが分かりづらくて申し訳ございません。 

 いずれにいたしましても、どの業務を受託事業者が担い、どこからの業務が再委託の事業者

が行うかということは、事業者が選定された時点でしっかり明確に区分をさせていただきます。

必要以上の情報が必要のないところにいかないようにということは、しっかりこちらで留意し

て実施をしていきたいと考えております。 

 受託事業者につきましては、こちらの３ページ目の１番目の全体統括ですとか、スケジュー

ル管理という全体統括の業務がございますので、個人情報の管理も含めて、まず、こちらの受

託事業者としっかり綿密に打ち合わせをした上で、事業を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

【三雲委員】具体的なお話を伺っていこうと思うのですけれども、新宿区と受託事業者、もし

くは再委託事業者との情報のやりとりで、まず最初②で応募作品の引渡し、これは再委託であ

れば再委託事業者に渡されて、これを③でスキャニングをして、④でスキャンデータと作品コ

ピーの受け渡しが区に対してなされる。その後、カレンダーの作成があるわけなのですけれど

も、これがそのスキャニング業者とは別の業者だった場合には、当然そのカレンダーを作成す

る事業者には、その時点ではスキャンデータはないわけですよね。このスキャンデータは誰か

ら誰に対して渡されるのかが随分変わってくると思うのです。１つは再委託事業者から受託事

業者に回って、そこからまた別のカレンダーを作成する再委託事業者に回るのか、あるいは区

から再委託事業者に回るのかとか、全然ルートが変わってくると思うのですが、そのあたりの

想定はされているのですか。 
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【会  長】ご説明ください。 

【東京オリンピック・パラリンピック開催等担当課長】こちらも、例えば受託事業者がカレン

ダーを作成するというケースがあれば、スキャンデータにつきましては受託事業者での管理と

いうこともあり得るかと思います。カレンダーの作成が、そちらも再委託事業者で行うという

ことであれば、これは受託事業者でそのデータを持つ意味というのはないわけですから、区と

のやりとりになるかと考えております。 

【会  長】よろしいですか。 

【三雲委員】はい。 

【会  長】ほかにご質問かご意見ございますでしょうか。ないようでしたら本件は委託事業

が２件、再委託事業が２件なのですけれども、いずれにしろ報告事項なのでご意見がなければ

了承ということにしますが、よろしゅうございますか。 

 では、本件は了承ということで全て終了いたします。 

 何か本審議会についてご意見とか、ご質問か何かございましたら、何なりと要望を申し出て

いただければよろしいと思います。何かご意見ございますでしょうか。 

 ないようでしたら、これをもちまして本日の諮問事項と報告事項を終わりにしようと思いま

すけれども、その前に事務局から何か連絡事項がありましたら、どうぞ。 

【区政情報課長】日程のご連絡でございます。次回の審議会でございますが、９月９日の月曜

日午後２時から予定してございます。場所は、５階の大会議室を会場に予定してございます。

また近くなりましたらご案内させていただきます。 

【会  長】では、以上をもちまして第３回の審議会を閉会といたします。長時間ご協力いた

だきありがとうございました。 

午後３時２９分閉会 


